
登録者(課長)名【1】 子育て支援課長　森下　直彦

施策評価シート
子育て支援課(子ども家庭支援センター、児

【一次評価】主管課(関係課)【2】
【施策の概要】

童青少年課)

検
証
項
目

施策成果の目標達成状況
■まだ未達成 □ほぼ達成 □目標を大きく上回る

【14】施策名【3】 分野【4】 まちづくりの方向性【5】 施策の
成果と課題 意識調査での満足度

□平均を下回る ■ほぼ平均 □平均を上回る創2-1 子ども参加の促進 子どもがのびやかに育つために 創造性の育つまちづくり 【15】
施策実現へむけた施策全体の課題【6】 施策の目標【8】 ◇子どもの権利の尊重については、子どもの権利に関する条例の策定に向けて設置した条例策定委員会により、同
キーワード【7】 条例に盛り込むべき事項をまとめた「子どもの権利に関する条例要綱」が平成21年8月に示されました。今後、市

子どもがいきいきと育つためには、子どもが地域の一員として参加しながら、自ら ・子どものための相談さまざまな場面におい 民・子どもの参加を得ながら条例案をまとめていくに当たって、「子どもの権利」に対する理解を得るための普及
を育み、自立していくことのできる環境づくりを進めていく必要があります。 ・救済体制の充実 て子どもの権利が尊重 啓発活動が重要な課題となってきます。
　そのために、本市では子どもの権利に関する条例の策定を検討・実施し、子ども ・児童館や公民館、学され、子どもたちが主 施策の成果と課題◇学校・家庭・地域の連携による子どもの育成については、中・高生年代の居場所の充実を図るため、ひばりが丘
のための相談窓口の充実に努めます。 校などとの地域連携に体的に参画して育つこ (取組成果や目標 児童館及び下保谷児童館の建替に伴い、新たな機能を付加した特化型児童館として「児童センター」を整備してい
　さらに子どもの育成を地域で見守るネットワークなどを活用し、他世代との交流 よる子育て支援 とのできる環境を整え るところです。新施設の開所とあわせて委託化する運営管理が安定的に行われるようにすることが今後の課題です達成に向けた課を通した子どもの地域への参加を推進していきます。また、医療機関・児童相談所 ・他世代との交流促進ていきます。 。
・警察などと連携して、児童虐待の防止に努めることも重要です。 による地域参加 題、成果向上・

コスト削減策等)
概要 【16】

留意すべき点(都などの制度の変化・その他制約条件・社会環境の変化)【9】

検
証
項
目

施策の重要性の変化◇国の「次世代育成支援対策」では、市町村における地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援サービスを強化することが示 □弱くなっている ■以前と同程度 □強くなっている
されています。 【17】

今後の方針
意識調査での重要度

□平均を下回る □ほぼ平均 ■平均を上回る
【18】

◇子どもの権利の尊重については、条例策定委員会の中間報告である「子どもの権利に関する条例要綱」に基づき
事業群名【10】 事業群の施策上の位置づけ【11】 、子ども福祉審議会の審議・最終答申を得ながら条例案本文を作成するとともに、市民参加・子ども参加による条

例案前文の作成を進めていきます。また、あわせて子どもの相談救済機関の設置についても検討していきます。

事
業
群

子どもの権利の尊重へ向けた相談体制、連携体制などの取組
1 子どもの権利が尊重され、いきいきと生活できるよう取り組みます ◇児童センターについては、委託による運営が安定的なものとなるよう、市の指導態勢を整え、適切なモニタリン

グを実施していきます。今後の方針学校・家庭・地域が連携をとった子どもの育成
2 学校・家庭・地域の連携による子どもの育成を進めます

(具体的な事業群

や事務事業を示

しながら)

【19】

【施策の成果】

総
合
評
価

施策内容の
□ 拡充 ■ 現状維持 □ 絞込み

年度 19 20 21 22 23 24  方向性【20】
施策実施

指
標
１

名称 目標値 単位 □ 重点化 ■ 現状維持 □ 効率化子どもの権利に関する条例の策定 1件 件 コストの
 方向性【21】

説
明

算
出
式
・

実績値 0 0 0 施策実施子どもの権利に関する条例を策定し、子どもの権利が尊重され、子どもたちがいき
Ⅴ コスト、成果ともに現状を維持すべき施策領域いきと生活することができるよう取り組みます。指標の目標値は、条例が策定され

  方針【22】た状態を「1」として設定しています。
達成率 0% 0% 0% 0%

【一次評価後の事情変更等】

指
標
２

名称 目標値 単位ひばりが丘・下保谷児童館の建替 2箇所 箇所 なし

説
明

算
出
式
・

実績値 0 0 0中学高校生年代への対応に特化した新たなタイプの児童館を整備し、青少年の居場
所を充実させます。

成
果
指
標

達成率 0% 0% 0% 0% 説明【23】

指
標
３

名称 目標値 単位

【12】

説
明

算
出
式
・

実績値

達成率 【行革本部評価】

総
合
評
価

施策内容の
□ 拡充 ■ 現状維持 □ 絞込み

指
標
４

名称 目標値 単位  方向性【20】
施策実施

説
明

算
出
式
・

実績値 □ 重点化 ■ 現状維持 □ 効率化コストの
 方向性【21】

　子どもの参加の促進については、ひばりが丘・下保谷の児童館の建替えに当たって、中学・高校生年代の居場所
達成率 の充実を図るために新たな機能を付加した特化型児童館として「児童センター」を整備しているところであり、今

年度から来年度当初にかけて相次いでオープンする予定となっています。これまでの設備投資が、まさにこれから
達成率の平均値 0% 0% 0% 0% 成果につながっていく時期にあたることから、当面は現行計画どおりのコストを投下して施策目標の達成に努める判断理由等

べきと判断しました。
【市民意見】【13】 【24】 　ただし、建物・設備の維持管理等のランニングコストについては、可能な限り縮減に努めることとし、平成22年

度からの導入を予定している運営の民間委託についても、サービスの質を維持しつつ、可能な限り効率化を図って平成19年度 平成22年度
いくものとします。

満足度(％) 18.4% 満足度(％) 20.4% 満足度(％)
各年次の市民意識調査で、

満足度 満足度 満足度 施策ごとの「満足、やや満 施策実施-0.12 -0.11 Ⅴ コスト、成果ともに現状を維持すべき施策領域(平均ポイント) (平均ポイント) (平均ポイント) 足」「重要、やや重要」の   方針【22】
合計値として算出しています。重要度(％) 74.4% 重要度(％) 74% 重要度(％)

重要度 重要度 重要度1.2 1.19
(平均ポイント) (平均ポイント) (平均ポイント)
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Ａ
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児

け

童館施設の改修 児童青
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少年課 施設の適正な管
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理・運営と児童の安全
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水
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しています。また
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国の示す放課後子ども
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センター機能の

整備（

1
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Ｂ
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ーの養成 児童青少年課

総
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相

どもの育ちを支える仕
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組みとして、子ども

た

、
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童
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、
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ています。
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て
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